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1 ．はじめに

本誌134号（2024-夏号）でご紹介しました
とおり、安全保障の観点から重要な施設や国
境離島等の機能を阻害する行為を防止するこ
とを目的とした重要土地等調査法（重要施設
周辺及び国境離島等における土地等の利用状
況の調査及び利用の規制等に関する法律。以
下「本法」という。）が令和3年6月に成立し、
翌4年9月に全面施行されました。

本稿では、本法の運用状況として、①令和
6年12月に内閣府から公表した、重要施設周
辺等における土地等の取得の状況（令和5年
度）についてご紹介するとともに、②宅建業
者の皆様にもご協力をお願いしております届
出制度について改めてご紹介します。

なお、本法の規定による届出については、
宅建業法上の重要事項説明義務が生じますの
で、併せてご確認ください。

2 ．�重要施設周辺等における土地等
の取得の状況について

⑴　注視区域について
本法及び関係法令の規定により、内閣総

理大臣は、重要施設（防衛関係施設、海上
保安庁の施設、原子力関係施設及び特定の
空港）の敷地の周囲おおむね1,000メート
ルの区域内及び国境離島等の区域内の区域
で、その区域内にある土地等（土地及び建
物をいう。以下同じ。）が当該重要施設等

の機能を阻害する行為の用に供されること
を特に防止する必要があるものを「注視区
域」として指定しています（令和7年2月
現在、全国で583区域を指定）。なお、区域
の詳細は、重要土地等調査法のホームペー
ジに掲載しております。また、本稿末尾に
後述しますが、区域の外縁線が簡便に確認
できる「重要土地ウェブ地図」を公開し、
同ホームページからアクセスできるように
しております。住所検索機能を兼ね備えた
便利な地図ですので、注視区域を確認され
る際には是非ご活用ください。

⑵�　重要施設周辺等における土地等の取得の
状況について
①土地等利用状況調査

内閣府では、注視区域内の土地等につい
て、関係行政機関等から提供を受けた不動
産登記簿、住民基本台帳、商業登記簿とい
った公簿等の情報や、本法の規定による届
出に係る情報、地図、航空写真、ウェブサ
イト等の公開情報等により所要の調査を行
うとともに、必要に応じて現地・現況調査
を実施しています。

②令和5年度中の土地等の取得の状況
内閣府では、調査の過程において明らか

となった、令和5年度中の土地等の取得の
状況 を 1令和6年12月に公表いたしました

（概要は表1のとおり）。
調査対象期間は、各区域の指定の施行時
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期により、次のとおり異なります。
○第1次指定分（令和4年内閣府告示第

121号により指定された58区域）
　令和5年4月1日から令和6年3月31

日までの間
○第2次指定分（令和5年内閣府告示第

98号により指定された161区域）
　令和5年８月15日から令和6年3月31

日までの間
○第3次指定分（令和5年内閣府告示第

126号により指定された180区域）
　令和6年1月15日から同年3月31日ま

での間
※第4次指定分（令和6年内閣府告示第

91号により指定された184区域）
　令和5年度中に施行されていないた

め、今回の調査対象に含まれません。

売買等の契約による所有権の移転等が調
査対象のため、相続等のように契約に基づ
かない所有権の移転の登記は含まれませ
ん。

集計の対象となる「外国人・外国系法人」
は次のとおりです。
　○外国人　　：�国内に居住する外国籍を

有する者及び国外に居住
する外国人と思われる者

　○外国系法人：�外国法人、及び内国法人
であって外国籍を有する
者又は国外に居住する外
国人と思われる者が代表
者となっているもの

国又は地域別では、中国（香港を含む。）
が全体の半数以上となる203筆個で最多と
なり、次いで韓国、台湾が50筆個弱で続き
ます（詳細は表2のとおり）。

また、都道府県別では、東京都が全体の
半数近くとなる171筆個で最多となり、次
いで千葉県、福岡県が30〜40筆個で続きま
す。

③勧告及び命令の実施状況
本法の規定により、内閣総理大臣は、注

視区域内にある土地等の利用者が当該土地
等を機能阻害行為の用に供し、又は供する
おそれがあると認めるときは、当該土地等
の利用者に対し、当該行為の用に供しない
ことその他必要な措置をとるべき旨を勧告
することができます。また、勧告を受けた者
が正当な理由なく必要な措置をとらなかっ
たときは、当該措置をとるべきことを命令
することができます。

令和5年度において、本法に基づく勧告
及び命令は実施しておりません。

表１　令和５年度中の土地等の取得の状況

1 　令和5 年度までに指定された注視区域（第1 次指定分から第3 次指定分までの399 区域）において、同年
度中に売買等の契約による所有権の移転や建物の新築の登記により取得されたことが確認された土地等の取
得の状況
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④�令和4年度における重要施設周辺等にお
ける土地等の取得の状況
令和4年度に指定された注視区域（第1

次指定分58区域。令和5年2月1日施行）
において、同年度中に取得されたことが確

認された土地等の総数は108 筆個（土地84
筆、建物24個）、土地面積は 67,099 ㎡でし
た。このうち、外国人・外国系法人による
取得事例は確認されませんでした。

※土地面積は、小数点以下を四捨五入しています。このため、合計と内訳の計は必ずしも一致しません。

表2　外国人・外国系法人の国又は地域別内訳
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3 ．�特別注視区域における届出につ
いて

⑴　届出制度の概要
注視区域のうち特に重要なもの（指揮中

枢機能等を有する防衛関係施設等の周囲
や、無人の国境離島など）については、特
別注視区域に指定されています。令和7年
2月現在、全国583の注視区域のうち、148
が特別注視区域として指定されています。

特別注視区域内においては、土地等に関
する所有権等の移転又は設定の状況を適時
に把握する必要があります。このため、特
別注視区域内で200㎡以上の土地等（建物
の場合は延床面積で判断）の所有権移転
等 2の契約 3を締結しようとする者は、契
約締結前に、その氏名、住所や、土地等の
地番などを内閣府に届け出る必要がありま
す。

本法による届出制度は、取引を規制する
ものではなく、譲渡制限期間などの制約も
ありません。このため、必要な届出を提出
していただければ、契約締結手続きを進め
ていただくことが可能です。

なお、届出対象となるのは200㎡以上の
土地等になりますが、200㎡未満の土地等
であっても、注視区域内であれば土地等利
用状況調査の対象になります。

⑵　宅建業法上の重要事項説明義務について
届出対象となる土地等の取引を仲介する

宅建業者には、本法の届出について宅建業
法上の重要事項説明義務が生じますので、
ご留意ください。

⑶　届出に関する補足事項
○届出は、取引当事者双方が行う必要があ

ります。売買契約の場合であれば、売主
と買主の双方が提出しなければなりませ
ん。なお、双方が連名で1通の届出書を
提出する方法と、それぞれが別個に2通
提出する方法のどちらでもかまいません。

○マンションの一室を取引する場合の面積
要件は、専有面積で判断します。

○宅建業者の方が取引当事者に代わって届
出書を提出することも可能です。

⑷　不動産キャラバンの実施
取引当事者に必要な届出を行っていただ

くためには、取引を仲介する宅建業者の皆
様から取引当事者に、重要事項説明を通じ
てその必要性をお伝えいただくことが極め
て有効であると考えております。

このため、内閣府では、国土交通省並び
に全日本不動産協会及び全国宅地建物取引
業協会連合会のご協力のもと、令和6年度
下半期に、両団体に所属する会員の皆様を
対象として不動産キャラバンを実施いたし
ました。具体的には、特別注視区域内に人
口集中地区（DID）が広く分布し、届出を
要する取引が多く見込まれる12の都道県を
回り、届出制度の概要説明や本稿末尾に後
述する動画視聴に加え、実務上の観点から
様々なご意見を頂戴したところです。

4 ．おわりに

2．で述べたとおり、内閣府では昨年12月、
注視区域内の土地等の取得状況（令和5年度）

2 　届出の対象となる権利は、所有権又はその取得を目的とする権利であり、地上権、賃借権、地役権等は対
象とならない。なお、「その取得を目的とする権利」とは、予約完結権や買戻権などを指す。

3 　届出の対象となるのは、売買、贈与、交換などの契約であり、契約によるものでない相続などは対象とな
らない。
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を公表したところですが、本法に基づく調査
は継続して実施しております。調査を通じて、
今後、重要施設等の機能を阻害する行為が確
認された場合には、勧告・命令を含めた必要
な措置を適切に講じられるよう、万全を期し
ていきます。

また、調査の一助となる届出制度を適切に
運用するためには、宅建業者の皆様にも是非
ご協力いただきたいと考えており、不動産キ
ャラバンの継続実施を含め、来年度も周知活
動に努めていきます。

なお、内閣府では、重要土地等調査法の特
設ホームページを設けています。制度概要や
具体的な区域、届出書の様式・記載方法など
のほか、届出に関する説明動画を2本掲載し
ておりますので、是非ご覧ください。このほ
か、コールセンターを設けています。ご不明
点がありましたらお問い合わせください。
※令和7年内閣府告示第32〜34号により区域の指

定・変更があり、令和7年5月1日より注視区域
584、特別注視区域149となります。

内閣府ホームページ
URL https://www.cao.go.jp/tochi-chosa
または「内閣府 重要土地」で検索

説明動画（内閣府ホームページ内）
URL https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/
doga.html
または「内閣府　重要土地　説明動画」で
検索

重要土地ウェブ地図（内閣府ホームページ内）
URL https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/
kuiki.html#kuikishiteiichiran
または「内閣府　重要土地　指定区域」で
検索

問い合わせ先：
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125（平日9:30～17:30）
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